
 

セカンドオピニオン外来について 
 

 セカンドオピニオンとは 

セカンドオピニオンとは「現在の自分の症状や治療方針についてほかの医師の意見を
求める」ことをいいます。 
本院のセカンドオピニオン外来は、本院以外の医療機関を受診されている患者さんを
対象に、患者さんからの話および主治医からの情報提供の範囲内で、診断内容や治療
法などについて本院の医師が意見や判断を提供し、患者さんがより納得して現在の治
療を受けられるように支援する事、十分な情報提供を受けた上で治療方法を選択でき
るように支援する事を目的としています。 
 
 ※申し込む際の注意点 
 ・セカンドオピニオン外来では、新たな検査や治療は行いません。 
 ・転院・転医のご相談は受付しません。 
 ・完全予約制ですので、必ず予約をお取りください。 
 
 セカンドオピニオンを受けることができる方 

現在、本院以外の医療機関を受診されている患者さん、または当該患者さんの意思を
代行できる家族の方にかぎります。 
なお、ご家族だけで相談を受ける場合には、患者さんが了承していることが必要です。 
 
 セカンドオピニオンを受けられないケース 

・予約をされていない場合 
・診療情報提供書や検査資料等を事前に準備できない場合 
・死亡された患者さんを対象とする場合 
・相談内容が当院の専門外である場合 
・主治医に対する不満、医療過誤および係争中の裁判に関する相談 
・医療費の内容、医療給付に関する相談 
・転院希望の相談  
 
 セカンドオピニオン相談料金 

  1 回につき 22,000 円（税込） 

 ※相談料金は自費となります。保険診療の対象とはなりません。 
 
 
 



 
【紹介の流れ】 
 
 

         

                           

主治医 

「手術が必要です」と言わ
れたが、本当に手術以外に
治療方法がないのか別の
先生に聞いてみたい。 
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福井大学医学部附属病院 
患者総合支援センター地域医療連携部 
受付時間 8：30～17：00 

（土・日曜日・祝祭日・年末年始を除く） 
TEL:0776-61-8451  FAX：0776-61-8150 

 

いくつかの治療方法
を提示されているが、
選択するのが難しい。 

再発の診断を受けたが、担
当医が提示する以外にも
治療の選択肢がないかを
知りたい。 

 当日持参物 

・福井大学医学部附属病院 予約票及びセカンドオピニオン外来同意書 
・相談者がご家族の場合は、本人確認ができるもの（健康保険証など） 

※当日は、「予約票」及び「セカンドオピニオン外来同意書」をご持参の上、1 階外来
ホール「２.紹介状のある方」窓口までお越しください。 

 

 

もう何の治療方法も
ないと言われて、ど
うしたらいいか分か

らない。 

① 主治医に相談 
 

②紹介状、検査データ等を送付 
相
談
者 

④予約日の通知 

 

担当医の意見を 
別の角度から検
討したい。 

 

⑤セカンドオピニオンの実施 
 

③予約日の決定

 ⑥結果報告 

tel:0776-61-8451

